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【５】より良いロータリーを創るために

　それでは疑問や不満を解消して改善するにはどうすればよいのかと申しますと、規則を

変更すること以外にありません。｢古き良き時代のロータリー｣とか｢最近のロータリーは

間違っている｣等の批判は自由ですが、それら言葉の隠れ蓑に逃げ込んでいる状況もみら

れます。要するにロータリーの組織と運営は、全て決められた規則の上に成り立っており、

その欠点を改め長所を伸ばすことで、より良いロータリーの創造が可能になります。その

為に地区やクラブが提案して規則変更の手段がとれる唯一の機会が規定審議会なのです。

クラブは設立の際「ＲＩ規則を遵守します」と誓約書を入れています。だからこそ規則改

正は最重要課題なのです。

●構成について

㈰世界中から530地区の代表等が集まって夫々１票の投票権を持つ決議機関です。

㈪元・現・次のＲＩ会長や現ＲＩ理事等は、投票権を有しない審議会議員で別席。

㈫ＲＩ会長任命の議長と副議長が議事を運営し、賛否同数の場合に決定投票可能。

㈬ＲＩは世界３万ＲＣの集合体です。地区やクラブの積極的意志表示が肝腎です。

●立法案に対する賛否の事前声明

　全てのロータリークラブと地区大会や規定審議会・ＲＩ理事会は世界中から提出された

立法案に対して、事前に賛否の意思を表明することが可能です。(審議会開催３ヶ月前迄

に事務総長の受理が必要で、この声明は全審議会議員に回付されます)この様にＲＩの土

台であり骨格である重要な規則は、ＲＩを構成する私共のクラブや地区が直接関与してい

るという自覚は大切です。その為に熱心な地区やクラブやロータリアンは、勉強会を繰り

返しながら、権利と義務を果たす努力をしています。

【６】地区代表議員の選任について

㈰有資格者は、原則としてパストガバナーです。

㈪先づ規定審議会が開催される前々年度のガバナーが、年度の初めに手続要覧やＲＩか

らの指導に従って、各クラブに推薦を依頼します。

㈫推薦１名の場合は自動的に決定です。複数の場合は、ガバナーが該当者に公平な立場

で現状を説明して諮ります。選挙に決まれば、その方法・心構え・違反・情報公開等

で、合意を求めるのが要諦です。

㈬選挙の結果、最多数の票を得た候補者が自動的に地区代表議員になります。そして次

点者を補欠議員として、関係者署名の上ガバナーがＲＩに報告します。

　この様に今あるべき姿を守り乍ら、今後は更に良い方向にＲＩの規則を改正しようとい

う３年に１度の審議会に出席する地区代表ですから慎重に選ばねばなりません。千人もの

国際会議場で何が出来るか、何をさせたいのかという貢献性と処理能力を優先して選ぶべ

きです。その為にも地区やクラブの意志を明確にすることが必要です。議員はそれに拘束

されませんが貴重な参考意見になります。以上の通り眞の目的に合致した建設的な議論や

選挙ならば、今後も躊躇なく度々行うべきと思います。

2720地区の代表議員は佐伯MARINEＲＣの西島世晃Ｐ.Ｇ
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　1905年2月23日（木）ポール・ハリス（弁護士）、シルベスター・シール（石炭商）、

ガスターバスＥ・ローア（鉱山技師）、ハイラム・ショーレー（仕立屋）の4名が「寛容と

友情」を求めて、初会合を開いたのがロータリーの始まりといわれ、毎年2月23日を創立

記念日と定めている。また毎年2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和の日」とし、

各クラブは国際理解と友情・平和へのプログラムを行うことになっている。又ＲＩでは今月

を「世界理解月間」と定め世界平和に不可欠な国際理解と親善を深め、個人・クラブレベル

で世界社会奉仕を中心としたプログラムを行うよう要請されている。

　こゝで日本、大分県、中津ＲＣから国際ロータリー会長になられた向笠公次さんの呼びか

けを今一度思い起こしましょう。

親愛なる同僚ロータリアン諸君：　「人類はひとつ　友情の橋をかけよう」
　　人類はひとつの大きな家族－すべての人間、すべての国民を含むひとつの大きな家族で

す。全家族の平和と幸福がなければ、個人の平和と幸福はあり得ません。世界の平和と幸福

は全人類の共通の願いである筈です。しかし、不信と猜疑が障害となって、人々が他の人々

と分かち合い助け合うことを妨げています。人々が人類はひとつであることを認識する時、

親睦、友情、寛容の心が生まれ、この障害に打ち勝つ力となるでしょう。従って、ロータリー

を通じて世界中に友情の橋をかけようではありませんか。そうすることによって不信と猜疑

は取り除かれ、障害は克服され、そして世界の平和と人々の幸福が実現するでしょう。

　国際ロータリーは世界の人々が平和で幸せな暮しが出来ることを望んでいます。その為に

次の様な国際奉仕を実施しています。

　他人が友人となるのを助け、対立する者が仲間同志になるのをうながす諸計画、即ち

１．青少年交換、新世代交換、２．ロータリー親睦活動、３．世界社会奉仕（ＷＣＳ・海外

に向かっての社会奉仕）、４．ロータリー財団 ㈰年次寄付 ㈪恒久基金寄付、５．財団プロ

グラム ㈰国際親善奨学金 ㈪研究グループ交換 ㈫マッチング・グラント（人道的プログラム

に対する補助金）㈬３－Ｈ（保健、飢餓追放及び人間性尊重補助金）㈭ポリオ・プラス計画 

㈮ポリオ・プラス・パートナー計画 ㈯世界平和フェローシップ、６．財団学友、７．ロー

タリー米山記念奨学金及びその他の計画を推進し向上させること。

国際ロータリー第2720地区　　

ガバナー　玉ノ井　溥　明

　地区大会レポートでお知らせしましたが、プロサッカー大分チーム「トリニータ」の

Ｊ１公式戦に2720地区のロータリアンとローターアクト3,000名に無料招待券１枚と

割引券１枚の進呈がありましたので、本日お届けします。

平成19年３月17日(土)13：00キックオフ、対戦相手 大宮アルディージャ
 地区大会テーマのひとつBOYS,BE AMBITIOUSの一貫として南極講演会・南極展と

共に、少年スポーツの育成を目的にトリニータ選手のサイン会を企画して子供達に大層

喜ばれました。この動員に最初から関与し、ローターアクトと共に推進した地区新世代

委員長で、大分トリニータ常務の岡村泰岳さんのご配慮に感謝します。

　※地区大会報告書にはキックオフ14：00とありますが、上記13：00に変更しました。

　熊本第二分区　熊本りんどうＲＣ　　　　　会長：永田　壮一　　幹事：桂　　文裕
　　事務所住所：〒861-2233　上益城郡益城町惣領1308-4　トラスティホームげんき内

　　事務所TEL・FAX：096-289-2920　　　　例会場：峰寿司　益城店　毎週木曜日

ガ バ ナ ー ア ド レ ス

お知らせ

緊急Ｒ情報　　　　　Ｊ１公式戦に招待券　　　　　地区大会余波
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〔㈵〕収入の基準

手続要覧39頁記載ａ）～ｇ）を含め全ての公的資金源を記録する。

１．募金活動によって地区が得た資金。

２．ロータリー財団からの補助金。

３．米山記念奨学会からの補助金。

４．ＲＩからガバナーが受け取ったすべての資金。

５．地区大会の個人分担金。

６．地区協議会で承認された人頭分担金。

７．規定審議会代表議員の為の負担金。

８．特別会計はアドホック委員会以外には設けない。又全ての予算は収支報告書を提出

する。(渡切りは不可)

９．その他。

〔㈼〕支出の基準

地区運営に関係する全ての公金支出を記録する。〔㈵〕と同様。

１．承認された地区予算に従って会計委員会が支出する。（ＲＩの資金は細則に「いか

なる費用でも予算の範囲内でなければ支払ってはならない」とあります）

２．全ての地区委員会の支出は、大奉仕委員長のサインを必要とする。

３．予算超の支出が10％以内ならガバナーの判断に一任する。

４．予算超の支出が10％を超えた場合、及び予算外新規の支出が生じた場合は財務委

員会に諮る。

５．その他。

〔㈽〕年次財務諸表の基準

１．会計小委員会が月次決算書を作成してガバナーに報告する。

２．地区協議会に提出する為に中間決算書を作成して承認を受ける。

３．年度終了後原則として７月末までに決算書を作成する。

４．決算書の作成は、予算の適切な消化を調査し会計小委員会が予算小委員会と協力し

て、財務委員会の責任に於いてガバナーに提出する。

〔㈿〕監査委員会・公金公開・会計資料保管等の基準

１．監査委員会は税理士又は公認会計士を含めて３名で構成する。（要Ｐ.225、17.070に準ずる）

２．ガバナーは決算書を監査委員会に提出して監査を求める。

３．監査委員会全員の合意と署名を得てガバナーに提出する。

４．引き継ぎに関しては、単年度責任の原則を尊重して、８月中に新旧財務委員会陪席

の上、新旧ガバナー間で行う。場所は直前ガバナーが指定する。

５．財務諸表の地区内発表は３ヶ月以内に次期月信等で行い、資料は５年間保管する。

〔地区資金運用に関する内規〕
－2007年２月14日決定発効－
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〔㈸〕補助金の基準

１．地区大会に於けるＲＩ会長代理への記念品代は10万円の範囲とする。

２．ＰＥＴＳには150万円を補助し、個人負担を零とする。

３．地区協議会には150万円を補助し、個人負担を５千円とする。

４．ガバナー補佐の活動費は一律10万円とする。

５．ガバナーエレクトの活動費は200万円とする。ＲＩより旅費等必要経費が支給さ

れるガバナーエレクトの国際協議会補助は50万円とする。

６．全国ガバナー会・全国ロータリー研究会に出席するガバナー・パストガバナー・ガ

バナーエレクト等の補助は一律５万円とする。

７．規定審議会に出席する地区代表議員に対する補助は30万円とする。旅費・宿泊・

食事等の必要経費はＲＩより支給される。

〔�〕旅費の基準

１．同一郡市内の交通費は支給しない。

２．宿泊を要する場合は、宿泊費１万円を加算する。

３．ＪＲを利用できる区間は、普通運賃に急行又は特急料金を加算する。

４．ＪＲを利用できない区間は、バス運賃または船運賃とする。

５．東京、離島への往復は、航空運賃とすることが出来る。

６．諸会合においてカウンセラー、リーダーその他の役目をガバナーより委嘱された役

員には上記の基準で旅費を支給する。

（註）㈰これは手続要覧記載の財務指針に沿うと共に、ロータリー章典第８章｢財務｣66条

から71条まで52頁の中で、必要と思われる事項を参照した。

㈪ [㈸]２．３のＰＥＴＳと地区協議会は、昨年４月の地区協議会で協議されている。

㈫従来の内規は充分尊重して採用しているが、時代に則さない事項は修正した。

㈬内規に記載のない事項は、ガバナーが財務委員会に諮って決める。

－ 以上 －　

○

　それでは上記｢地区資金に関する内規｣についてご説明申し上げます。

　私は年度当初地区資金に関する諸問題の公正化と簡素化を第１目標に掲げました。従来は

年度によって基準が異ったり、考え方の相違で問題の年度もあったので、財務に関するＲＩ

細則や指針・章典等を尊重して内規を考えました。この為に私の年度は予算委員長・資金委

員長・監査に夫々山　 勝先生（公認会計士）・河村貴雄先生・幸 光喜先生（税理士）を委

嘱し、平成18年６月別府で工藤年度・森田年度・玉ノ井年度の３期合同財務委員会を開催

し満場一致で方針を発表しました。それについて平成19年１月21日、熊本ホテルニューオー

タニで平成18年度の財務委員会を開催して上記の３人と私が中心で具体案を満場一致で作

成しました。ロータリーの原則は単年度責任です。その年度の責任はその年度で正しく運営

処理することを重点にしています。

　この案を地区内77ＲＣ会長宛に送り、検討されて意見があれば２月13日までに文書提

出を依頼しました。その結果賛成は多数ありましたが、反対のご意見はありませんでしたの

で、２月14日から発効することになりました。ご協力を深く感謝申し上げます。

平成19年２月15日　　ガバナー　玉ノ井　溥　明




